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７ 会議の概要

委員長 ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。

まず、委員会記録の署名委員に柏委員、織田委員を

指名いたします。

本日の協議事項は、お手元に配付のとおりでありま

す。

初めに、大きな協議事項の１番目、意見書提出要請

の陳情の取扱いについてであります。

このことについては、去る８月２８日の本委員会に

おいて、今後、協議を行うこととしておりました。

なお、陳情の取扱いについては、去る１０月２８日

の本委員会において、陳情は審査を行わず、会派へ

の配付のみとすることを決定し、また、１１月２８

日に開催されました各派代表者会議において、富山

市議会請願・陳情取扱要領の一部改正についての協

議が行われ、資料１のとおり改正し、来年３月定例

会分から取扱いを変更することが決定しております。

このことを踏まえ、意見書提出要請の陳情の取扱い

について、協議を行いたいと思います。

まず、現状の取扱いについて、事務局より説明させ

ます。

議事調査課長 意見書提出要請の陳情の取扱いについては、現在、

議会運営に関する申合せ事項に記載のとおり、会派

提出の意見書案、決議案と同様、本委員会にて協議

することとしております。全会一致の場合は議員提

出議案とし、全会一致とならなかった場合は要望扱

いとなり、陳情としては取り扱わないこととしてお

ります。

委員長 それでは、皆さんの御意見をお伺いしたいと思いま

す。

松井委員 陳情の取扱いと同様でいいのではないかと思います。

久保委員 異議ありません。
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委員長 それでは、陳情の取扱いと同様とすることでよろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 御異議なしと認めます。

それでは、そのように決定いたします。

なお、取扱いの変更時期については、陳情の取扱い

の変更に合わせ、来年３月定例会分からといたした

いと思いますが、そのように進めることとしてよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 それでは、そのように決定いたします。

なお、さきの各派代表者会議における決定事項及び

本日の協議で決定した取扱いの変更に伴い、議会運

営に関する申合せ事項の変更が必要となることから、

その内容について事務局に整理させ、次回、１２月

９日の本委員会において協議を行いたいと思います。

次に、大きな協議事項の２番目、１２月定例会の運

営についてであります。

まず、１つ目の一般質問については、２５名の方か

ら通告がありました。

そこで、一般質問の順序については、お手元の資料

２のとおり進めたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 それでは、そのように決定いたします。

ここで、大島議員から、発言通告書と併せて、お手

元に配付の資料３のとおり一般質問の補足資料とチ

ェック表が提出されました。

この補足資料については、協議に先立ち、委員の皆

さんには事前に配付しております。

なお、提出されました補足資料について、これまで

モアノートに格納しておりましたが、本委員会での
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協議に当たっては、今後、紙で配付することとした

いと思いますので、御承知おきください。

それでは、この補足資料を一般質問の際に使用する

ことについて、皆さんの御意見をお聞かせください。

松井委員 皆さんのお手元に一般質問及び代表質問補足資料配

布の取扱についてという参考資料があると思います。

３（１）に「資料は、発言の内容について相手方で

ある執行機関の理解を深めることを旨として」と書

いてありますが、今回提出された資料はもともと当

局が持っている資料だと思います。なおかつ３（２

）には「これを配布しなければ発言の趣旨・内容が

伝わらない場合に限り」と書いてありますが、この

点についても、私たちは議員本人が口頭で述べられ

ることを信じながら聞いていますので、この資料の

内容であれば、配付する必要性はないのではないか

と思います。

久保委員 一般質問及び代表質問補足資料配布の取扱について

を見ると配付は少し難しいのかなと思いますし、今、

松井委員が言われたように、これは当局側が所持し

ている情報であることから、資料の配付を前提とし

なくてもいいのかなと思います。

ただ、そもそも議員が主張する根拠を皆さんと共有

できていないと事実かどうかが判然としないまま質

問を聞くこともあり得るので、質問をつくる側から

すると、これを提出したいと思われた大島議員の気

持ちは分からなくはないと思っています。

大島議員も分かった上でこの資料を提出されている

のではないかと思いますので、今後の議会運営のこ

とも考えて、なぜこれを提出したいと思われたのか

説明を聞きたいと思います。

委員長 ただいま久保委員から、大島議員に補足資料の説明

を求めたい旨の動議が提出されました。

これより、この動議を直ちに議題とし、委員会条例

第５６条第１項により、挙手により採決したいと思

いますが、いかがでしょうか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

委員長 それでは、お諮りいたします。

補足資料について、委員会条例第４３条第１項に基

づき、大島議員に説明を求めることに賛成の諸君の

挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

委員長 挙手全員であります。よって、そのように決定いた

します。

ここで、大島議員に当委員会への出席を求めるため、

しばらくお待ちください。

〔大島議員の座席を用意、大島議員着席〕

委員長 それでは、大島議員の説明を求めます。

大島議員 去る９月定例会に続きまして、今定例会もこのよう

な説明の機会をいただきまして、大変感謝いたして

おります。

まず、この令和３年１１月２２日付のＡ４の紙１枚

の重要性がどれだけのものか、情報公開請求による

幾つかの資料を見て、私も非常に危惧しているとこ

ろでございます。

そもそも、この市場再整備事業におきましては、大

和ハウス工業株式会社を事業代表企業とするグルー

プが手を挙げられました。

当時の募集要項の中に事業用定期借地権設定契約書

の案がありまして、事業代表企業は、真にやむを得

ない理由により本件建物の全部もしくは一部を第三

者に譲渡する場合は、書面により市の承諾を得ると

いう記載があります。

しかしながら、東京センチュリー株式会社とＮＴＴ

・ＴＣリース株式会社に対して所有権を譲渡するこ

とを求められて、富山市は令和３年１１月２２日に

簡単に同意をしました。

最終的に令和５年８月に公正証書によって事業用定
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期借地権を設定したのですが、当初の文面と違いま

して、事業代表企業は、真にやむを得ない理由によ

り予定転借者が本件建物の全部もしくは一部を第三

者に譲渡する場合は、書面によって市の承諾を得る

ということで、この時点で既に予定転借者として東

京センチュリー株式会社とＮＴＴ・ＴＣリース株式

会社が入ってきている状態になっております。

これは何を意味するのかというと、議会の知らない

ところで事業代表企業からリース会社に所有権が移

り、リース会社から別のところへ所有権が移るとい

うことがこの紙１枚でいとも簡単にできると。これ

が外資系企業であっても我々は関知できないところ

で……

委員長 大島議員に申し上げます。

今おっしゃったことは一般質問そのものでありまし

て、我々に対してこの資料の提出理由を説明するに

当たっては、もう少し簡潔・明瞭にお願いします。

大島議員 はい。

この資料がいかに重要かを認識いただいて、所有権

が移った企業に対して１００億円以上の賃料を支払

うことがこの紙１枚で決まったことを説明しなけれ

ばいけないということで提出させていただきました。

以上です。

委員長 ただいまの大島議員の説明を受けて、何か御質問は

ございませんか。

〔発言する者なし〕

委員長 ないようですので、この程度にとどめます。

大島議員は御退席ください。

〔大島議員 退席〕

委員長 それでは改めて、補足資料について何か御意見はご

ざいませんか。
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松井委員 大島議員の説明を聞く限り、今お話しされたことを

一般質問で述べていただければいいのではないかと

思います。

実際に今回私が質問を考えている中でも、いつの資

料なのかを明らかにした上で原稿を作っております。

この資料についても、いつの承諾書かを言っていた

だければ趣旨は伝わりますし、この資料があるから

趣旨が伝わるものではないと思います。今ほど大島

議員が説明された内容について、このような問題が

あるのだということをしっかり本会議の場で述べて

もらうことが大事なのであって、これを配る必要性

はないと思います。

久保委員 今、大島議員から御説明いただいて、これが非常に

重要な経緯を示す書類であるということは分かりま

した。

ですが、ただいま松井委員がおっしゃったように、

取扱いの規程に照らして配付が必要かと言われると、

必要ないのかなと私は思います。

ただ、自分の質問の趣旨や根拠について広く議員の

皆さんに理解してほしいという大島議員の思いがあ

るのではないかと説明を聞いていて思ったのです。

１人会派も増えた中で、タブレット端末も導入しま

したし、例えば議会内で周知したい情報がある場合

は、情報共有の仕方にもう少し工夫があってもいい

のではないかと思います。これについては、一般質

問において補足資料を皆さんにお配りしたいという

申出があった場合にどう対応していくのか、今後議

運で継続して議論していく必要があるのではないか

と思います。

ただ、今回提出された資料の配付については、取扱

いの規程から見ても必要がないと思います。

舎川委員 今、久保委員がおっしゃったように、情報共有はこ

れからも大事だと。

ただ、その議論を議運で行うのか、もしくは、会派

間で理解を得るためには、この場ではなく会派間で

話してもらうことも１つだと思うのです。議運でま
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たすぐ話をするのかどうかは置いておいて、このよ

うな場合にはどうするのかということについて、こ

の場以外でも、改めて会派間でいろいろと共有でき

ればと思います。

次の議運ですぐにこのことを話し合うことはちょっ

と―もう少し機運が高まってからのほうがいいので

はないかと思います。これは私の意見です。

久保委員 事務局に確認しますが、今、例えばチームズか何か

で全議員に資料を送ることはできますか。

議事調査課長 いろいろな文書がありますけれども、全議員にチー

ムズで周知することは可能です。

久保委員 例えば、私個人が全議員に周知することはできます

か。

議事調査課長 資料の内容にもよると思うのですけれども、個人か

ら周知することは可能ではありますが、内容を事務

局が把握していないという点が少し気になります。

久保委員 もう一度整理して後で教えていただければと思うの

ですが、もし個人から議員の皆さんにお伝えするこ

とができるのであれば、議運でルールを決めなくて

も、質問を行うに当たって、そのようなものを活用

して個人的に情報を発信されればいいのかなと。

ただ、今回、この質問の根拠や事実を各議員にも理

解してもらった上で一般質問を聞いてほしいという

大島議員の願意があったのだとしたら、補足資料を

配付したい、議運の場で説明したいという話が今後

いろいろなところから連続して出てくる可能性があ

りますので、そのようなことに関して皆さんと情報

共有できるよう、もっと別の方法も考えたらいいの

ではないかと思います。

現在のツールを使ってできるのであれば特段議運で

議論する必要もないですし、もしくはそのツールを

使って情報共有するに当たって議運での議論が必要

なのであれば、折を見て議論していければと思いま
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す。

何せ難しい質問をしようと思うと、その前提条件を

共有するのはなかなか難しいということは私も常々

感じておりますので、今後、委員長には、様子を見

ながら議論の必要性について御判断いただければと

思います。

松井委員 今、久保委員から話がありましたけれども、一般質

問に関しては、やはり議事録にずっと残ることの責

任をおのおのの議員が自覚した上で質問を考えなけ

ればいけないと思っています。

本会議の場で議員が発言していることの責任は重い

と思いますので、資料を見せないと分からないとい

うことではなくて、やはり議員本人の言葉にどれだ

けの重みがあるのかを自覚して質問をつくっていた

だければ済むのではないかと思います。

今回の大島議員の件はそうではないのかもしれませ

んけれども、安易に資料を配ればいいという発想に

つながらないように、たとえ難しい内容であろうが、

議員が質問をつくるときには皆さんに理解してもら

う努力をすることが一番の大前提ではないかと。そ

れが議員としての責務だと思いますので、そこら辺

は慎重に進めるべきではないかと思います。

委員長 今、資料の共有の仕方について議論がなされていま

すが、ほかに大島議員から提出された資料について

の御意見をお持ちの方はいらっしゃいますか。

〔なしと呼ぶ者あり〕

委員長 それでは、大島議員から提出された補足資料につい

ては配付する必要がないという意見が大勢だったか

と思いますが、共有の仕方については課題があると

いう御意見もありました。それはまた別の機会に、

議会全体で考えていけばいいと思いますので、資料

の配付についてお諮りしたいと思います。

大島議員が提出されました補足資料について、委員

会条例第５６条第１項により、挙手により採決いた
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します。

お諮りいたします。

大島議員が提出されました補足資料を、取扱いに基

づいて議場で配付することに賛成の諸君の挙手を求

めます。

〔賛成者なし〕

委員長 挙手なしであります。

よって、当該補足資料については、内容が適当では

ないとの意見を議長に報告することといたします。

次に、２つ目の請願・陳情について、今定例会に提

出されたものは、資料４のとおり請願１件、陳情２

件であります。

これらの請願・陳情の付託先につきまして、議長は、

次のとおり付託するとの判断を示されております。

まず、令和７年分請願第２号 免税軽油制度の継続

を求める意見書の提出を求める請願については、議

会運営委員会へ付託するとのことであります。

なお、この請願は意見書提出要請の請願であり、１

２月定例会からは請願同様、所管となる委員会に付

託し、審査することとなります。

また、請願書と併せて意見書の案文も提出されてお

りますので、あらかじめ御承知おきください。

次に、令和７年分陳情第３２号 市庁舎内における

職員組合事務所及び売店使用に関する見直しについ

ての陳情については、総務環境委員会へ付託すると

のことであります。

次に、令和７年分陳情第３４号 富山市内の小・中

学校における「いじめ」をなくす取り組みに関する

陳情については、経済教育委員会へ付託するとのこ

とであります。

なお、令和７年分陳情第３２号について、陳情人よ

り、個人情報の取扱いについて配慮してほしい旨の

申出がありましたことから、当局及び報道機関、傍

聴者に配付する文書表は、個人情報を伏せたものと

なります。

一方、各会派へ事前に配付しております陳情書原本
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の写し及び本会議で各議員に配付する文書表には個

人情報が記載されておりますので、議員各位におか

れましては、その取扱いには十分御注意願います。

次に、３つ目の意見書・決議についてであります。

これまでに受理しているものについては、お手元の

資料４のとおり、陳情形式３件であります。

なお、会派から提出されます意見書（案）、決議（

案）につきましては、先般、会派に配付させていた

だきました令和７年１２月定例会諸会議日程等にも

記載してありますとおり、１２月８日（月曜日）の

午後５時までが提出期限となっております。

提出されました会派からの意見書（案）、決議（案

）については、１２月９日（火曜日）の本委員会で

お示しし、本日提示いたしました陳情形式による意

見書提出要請３件と併せて、１２月１２日（金曜日

）の本委員会において御協議いただくことになりま

すので、それまでに各会派において御検討をいただ

きたいと思います。

以上で、本日の協議事項は終了いたしました。

次回の議会運営委員会は、１２月９日（火曜日）、

予算決算委員会の前期全体会終了後に行いますので、

よろしくお願いいたします。

これをもって、本日の議会運営委員会を閉会いたし

ます。
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